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御殿場市「新御殿場市立図書館」愛称募集要領 

 

１ 趣旨 

  御殿場市では、現在、施設の老朽化、スペースの不足、利用者の図書館ニーズの多様

化等に対応するため、市民交流センター「ふじざくら」の南側に、令和８年４月の開館

を目指し、新御殿場市立図書館の整備を進めています。 

  新御殿場市立図書館は、「郷土を知り、学びを育み、相互につながる図書館」を将来像

に掲げ、郷土資料館機能を併せ持つ魅力あふれる施設を目指します。 

  そのため、本施設が皆様に親しまれ、愛され、利用される施設となるよう、新御殿場

市立図書館の愛称を募集します。 

 

２ 施設概要 

（１）所 在 地  御殿場市萩原９５７番地の１ 

（２）敷地面積  １７，５３２．４５㎡ 

（３）床 面 積  ３，８３８．２４㎡ 

（４）最高高さ  １７．１ｍ 

（５）階  数  ２階 

（６）主要施設  図書館、郷土資料展示、会議室、学習室、カフェコーナーなど 

外観・内観パース（イメージ）         新図書館位置図  

 

 

 



令和７年３月２５日版 

- 2 - 

 

３ 募集内容 

  新御殿場市立図書館の愛称 

 

４ 募集期間 

  令和７年４月１日（火）から令和７年５月９日（金）まで 

  ※ 郵送の場合は、５月９日付けの消印を有効とします。 

 

５ 応募条件 

（１）明るく親しみやすいものであること。 

（２）誰もが呼びやすく覚えやすい、市民や来館者に愛されるものであること。 

（３）応募作品は、応募者自身が作成したもので、他の施設や商品等に使用されていない

ものであり、かつ、他の著作物等からの流用や模倣を行っていないものに限ります。 

 

６ 応募資格 

  市内在住者、在勤・在学者の方が応募できます。 

 

７ 応募方法 

（１）応募用紙又は任意の様式に次の事項を記入のうえ、応募先まで直接提出、郵送提出

（はがき可）、ＦＡＸ、Ｅメールで御応募ください。 

① 愛称（ふりがな） 

  ② 愛称の意味・考えた理由 

  ③ 応募者氏名（ふりがな）、郵便番号、住所、電話番号、職業（学生は学校名）、年

齢（学生は学年）。ただし、応募者が高校生以下の場合、保護者の氏名・電話番号も

記載してください。 

※ 上記①から③のいずれか１つでも明記されていない場合は、無効となります。 

（２）応募用紙は、御殿場市立図書館、富士岡地区図書館、移動図書館車ライオンズ号、

富士山市民のサロンけやきかん、市役所本庁舎、市役所各支所（富士岡・原里・玉穂・

印野・高根）、駅前サービスセンター、御殿場市民交流センターふじざくらに用意して

います。また、御殿場市ホームページからもダウンロードできます。 

（３）応募は１人につき２点以内とします。 

   ※ ３点以上の応募があった場合は、全て無効とします。 

（４）応募先 

   （直 接） 御殿場市立図書館・富士岡地区図書館・移動図書館車ライオンズ号 



令和７年３月２５日版 

- 3 - 

   （郵 送） 〒４１２－００４２ 御殿場市萩原５８０－２ 御殿場市立図書館 

※ 「新御殿場市立図書館愛称募集」と明記してください。 

   （ＦＡＸ） ０５５０－８２－０３８２ 

   （Ｅメール） toshokan@city.gotemba.lg.jp 

   ※ 応募にかかる費用は応募者負担とします。 

 

８ 選考（審査）方法 

（１）全応募作品の中から、御殿場市立図書館協議会において１次選考を行い、１０点程

度の候補を選考します。 

（２）新御殿場市立図書館施設愛称選考委員会にて最終選考を行い、最優秀賞１点及び優

秀賞１０点程度を決定します。 

（３）最優秀賞・優秀賞受賞作品について、同一の作品に対して複数の応募者があった場

合は、同作品を考案した全ての応募者を最優秀賞・優秀賞受賞者とします。 

 

９ 表彰 

（１）最優秀賞：賞状及び副賞として１万ダラーの富士山Ｇコインを付与します。なお、

高校生以下の方が受賞した場合は、１万円分の図書カードを贈呈します。 

（２）優 秀 賞：賞状及び副賞として３千ダラーの富士山Ｇコインを付与します。なお、

高校生以下の方が受賞した場合は、３千円分の図書カードを贈呈します。 

（３）最優秀賞は、表彰を行います。表彰は、令和７年７月に実施予定です。 

 

10 発表 

  最優秀賞の作品は、受賞者に直接通知するほか、市広報紙及び市ホームページ等で発

表します。 

  なお、当該発表をもって、受賞者以外の方への結果通知に代えさせていただきますの

で、御了承ください。 

 

11 個人情報の取扱い 

  愛称の募集に関して、応募者から取得した応募者の個人情報については、本事業以外

の目的では使用いたしません。 

  応募に関して記載の個人情報のうち、受賞者の氏名及び居住する自治体名は市広報紙、

市ホームページ等で公開するとともに、選考委員会及び報道機関を含めた関係者に提供

します。 
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12 その他 

（１）愛称として採用された作品の一切の権利（著作権法第２７条及び第２８条の権利を

含む）は、全て無償で御殿場市に譲渡するものとします。 

（２）応募者は、愛称として採用された作品を使用した様々な活動に異議を申し立てない

こととします。 

（３）応募作品に対して補正や文言の追加を行ったうえで、採用する場合があります。 

（４）応募者は、応募作品に関して著作者人格権の行使をしないものとします。 

（５）すでに商標登録がされているものは、無効とします。 

（６）応募にあたって不備のある作品は、審査及び選考の対象とはなりません。 

（７）応募作品の未着や著作権等のトラブルについては、全て応募者の責任となります。 

（８）応募作品は返却しません。 

（９）選考結果の発表後であっても、虚偽の記載が判明した場合には、採用を取り消す場

合があります。 

（10）応募作品にかかる一切の費用は、応募者の負担とします。 

（11）今後、愛称をモチーフとして、ロゴマークの作成を予定しています。 

（12）応募者は、愛称として採用された作品について、ロゴマークのデザイン、その他様々

な活動・使用に対して、意義を申し立てないこととします。 

（13）この要領に定めるもののほか、愛称選考に関する必要な事項を別途定める場合があ

ります。 

 

13 問合せ先 

  御殿場市教育部社会教育課図書館スタッフ 

   住 所  〒４１２－００４２ 御殿場市萩原５８０－２ 御殿場市立図書館内 

   電 話  ０５５０－８２－０３９１ 

   ＦＡＸ  ０５５０－８２－０３８２ 

   E-mail  toshokan@city.gotemba.lg.jp 

 


